
加盟団体殿

日薬連発第 171号

平成 31年 3月 7日

日本製薬印体連合会

(押印省略)

独立行政法人医薬品匿療機器総合機構職員の兼業や就職活動について

標記について、独立行政法人臣薬品医療機器総合機構理事長より、7.}IJ添のと

おり通知がありましたので、貴団体加盟企業に周知方よろしくお願いいたします。



日本製薬団体連合会会長殿

薬機発第 0306014号

平成 31年 3.F.l 6日

独立行政法人屋薬品霞療機器総合樹翻龍員の兼業や就職活動について

日頃より、医薬品・匪療機器等の審査、安全及び健康被害事jG斉業務にご協力をいただき、厚く御礼

申し上げます。

さて、今般、当樹齢職員が、在職中に利害関係企業等とコンサルタント業務契約を結び、業務

わていたことが発覚し、当該職員に対して懲戒解雇処分を計事案が発生しました。

このようなことは、当樹葺の職務執行の中立性・公平性確保の観点からあってはならないことで、あ

り、組織として深く茂省し、お詫びするとともに、車部裁の管理体制の毘麗しその他信頼回復に努めて

まいります。

当機善では、就業糠IJにおいて、特別な利害閥系が発生するような兼業を禁止しています。この

中には、職員自らが、当機蕎の棺談事業や承認審査の対象となる製薬企業や匪療機器企業の社員

となったり、これら企業とコンサルタント契約を結んだりすることはもちろん、開発支援企業を含むコ

ンサルタント企業等と同様の関係になることも含まれています。

また、当機駒郡覇麓以上の職員(課長、審査役、調査役、部長、審義役鞍が、当樹蕎在職中に利

害関係企業等に対し、事却哉活動を行うことも禁止しています。

当樹蕎においては当樹蕎の審査業務、安全対策業務及び健麗被害総斉業務の中立性a公平性に

疑念を持たれるような事態が発生しないよう、職員に対しこれまで以上に就業規異IJ等の内容につい

て局長回前車を函り、その遵守に万全を期していく所存ですので、各事業者におかれましでも、別紙の

独立行政法人医薬品産療機器総合樹轍員就業瀬IJをご了知の上、十分ご留意いただきたく、お願

いいたします。

なお、今般、当樹蕎職員にコンブライアンス上の開題があった場合の通報窓口を設量いたしまし

たので、各事業者におかれましでも、上記に照らして問題と患われる PMDA職員の行動に接したと

きは、本窓口にご溜各をいただきますよう、お願いいたします。

経営企画部リスク審理・法務支援課 t龍吉 03-3506-9490

PMDA職員コンブライアンス違皮関{高麗報窓口






